
平成 23 年５月 

保護者のみなさまへ 

                                 池田市立幼稚園長会                       

                                 池 田 市 立 学 校 長 会                       

                                  池 田 市 教 育 委 員 会                       

 

   気象警報・洪水警報が出ている時などの 

   幼児・児童・生徒の安全確保                                                      のために 

 

 みなさまには、平素より池田市立学校・園の教育推進にご理解、ご協力を賜りありがとう
ございます。 

 さて、今後も気象警報、洪水警報などが出されることが予想されます。また、予測できな
い大地震が発生することもあります。 

 つきましては、子どもたちの登下校の安全確保のため、暴風・大雨の場合など、登校・園に
ついて次のように取り決めておりますので、ご協力をお願いいたします。 

 

                   記 

 

〇 午前７時から登校・園時刻（家をでる前）までの間に、 

 「池田市」に大雨警報、暴風警報、洪水警報が出されている場合、登校・園を見合わせ、

自宅待機してください。 

 

〇 午前１０時までに上記警報が解除された場合、通学・園の安全に十分注意し、登校・園
してください。 

    注： 幼稚園、小・中学校の給食及びミルク給食は、午前８時３０分段階で警報が
解除されない場合、準備の事情から中止となります。 

 

○ 午前１０時現在、警報が解除されない場合、臨時休業とします。 

 

〇 上記警報を知らず登校した場合は、学校・園の指示に従ってください。 

 

◎ 大地震（震度「５弱」以上または「危険」なとき）が起こった場合は、登校・園を見 
合わせ、学校・園から連絡があるまで自宅待機してください。 

  ※ 震度「５弱」：  座りの悪い置物の多くが倒れ，窓ガラスが割れて落ちることが
ある。補強されていないブロック塀が崩れることがあり、道路に
被害が生じることがある。 

 

◎  登校・園後に、台風接近による暴風・大雨等の警報が発表された場合などには、子ど
もたちの安全確保のため、教育活動を中断し、一斉に下校・降園する場合があります。
下校後の安全確保や留守の場合の対応について、日ごろより学校園と連携を密にし、お
子様へのご指導もよろしくお願いいたします。 

 

 なお、上記状況で、学校・園への電話でのお問い合せは、電話が話し中の連続となり、学
校・園からの緊急連絡ができなくなります。緊急の場合以外はご遠慮ください。 

 ただし、ご近所の道路・通学路の冠水状況など、危険場所の情報については、ぜひ、学校・
園にお知らせください。 

 以上、登下校・園時の安全確保のため、よろしくお願いいたします。 


